
- -1

（
経
済
産
業
委
員
会
）

小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
の
た
め
の
中
小
企
業
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案

（
閣

法
第
五
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
中
小
企
業
基
本
法
の
基
本
理
念
に
小
規
模
企
業
の
意
義

等
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
小
規
模
企
業
者
の
範
囲
の
弾
力
化
、
小
規
模
企
業
へ
の
情
報
提
供
の
充
実
、
小
規
模
企
業
の
販
路

開
拓
及
び
資
金
調
達
の
円
滑
化
に
係
る
支
援
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
最
近
に
お
け
る
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助

成
法
に
基
づ
く
資
金
の
貸
付
け
の
状
況
に
鑑
み
、
同
法
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
中
小
企
業
基
本
法
の
一
部
改
正

１

小
規
模
企
業
が
、
地
域
経
済
の
安
定
や
地
域
住
民
の
生
活
の
向
上
等
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
将
来
に
お
け
る
我
が
国

の
経
済
及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
い
う
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
活
力
が
最
大
限

に
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
新
た
に
基
本
理
念
に
規
定
す
る
。

２

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
や
、
成
長
発
展
の
状
況
に
応
じ
、
着
実
な
成
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長
発
展
を
実
現
す
る
た
め
の
適
切
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
等
を
小
規
模
企
業
に
対

す
る
中
小
企
業
施
策
の
方
針
に
規
定
す
る
。

３

女
性
や
青
年
に
よ
る
創
業
の
促
進
、
海
外
に
お
け
る
事
業
展
開
の
促
進
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
推
進
、
事
業
の
承

継
の
た
め
の
制
度
等
の
整
備
を
基
本
的
施
策
と
し
て
追
加
す
る
。

二
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
、
小
規
模
企
業
共
済
法
、
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正

小
規
模
企
業
の
多
様
性
に
着
目
し
、
特
定
の
業
種
に
つ
い
て
小
規
模
企
業
者
の
範
囲
の
変
更
を
政
令
で
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
規
定
す
る
。

三
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
改
正

資
金
調
達
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
信
用
保
証
の
対
象
に
電
子
記
録
債
権
を
活
用
し
た
資
金
調
達
を
追
加
す
る
。

四
、
中
小
企
業
支
援
法
の
一
部
改
正

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
て
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対
し
て
専
門
家
の
紹
介
や
支
援
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供

等
を
行
う
者
を
国
が
認
定
し
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
協
力
等
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
。
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五
、
下
請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
改
正

下
請
中
小
企
業
が
連
携
し
て
、
自
立
的
に
取
引
先
を
開
拓
す
る
計
画
を
国
が
認
定
し
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
等

の
支
援
措
置
を
講
ず
る
。

六
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
の
一
部
改
正

事
業
再
生
促
進
の
た
め
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
業
務
に
、
債
務
の
株
式
化
業

務
を
追
加
す
る
。

七
、
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
の
廃
止

、

。

最
近
に
お
け
る
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
に
基
づ
く
資
金
の
貸
付
け
の
状
況
に
鑑
み

同
法
を
廃
止
す
る

八
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
所
要

の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
。


